
キャッシュカード等の紛失・盗難に気付かれたときには、警察署に届出のうえ、お取引店舗の

窓口にカード事故届等を提出願うことになります。

つきましては、事故発生にともない貯金払戻等の即時停止措置を講じなければならないため、

窓口への届出前に「お客様より電話による事故連絡」をいただきたくお願い致します。

電話連絡とは別にお取引店舗にて事故届手続が必要となります。
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